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上越市都市計画区域検討委員会 

  



 



   
 
 我が国は、人口減少・少子高齢社会の本格的な到来、社会資本の維持・整備等に
係る厳しい財政上の制約等、社会情勢の変化に伴い、都市を取り巻く状況が大きく
変化しています。 
 
上越市においては、全国的な社会情勢の変化に加え、平成１７年の市町村合併に

伴い、１つの市域の中に規制内容が異なる３つの都市計画区域が存在する状況とな
っており、土地利用規制に不均衡が生じている状況となっています。 
 
 このような状況を踏まえ、新潟県都市計画区域再編懇談会が、平成１８年３月、
『新潟県の都市計画区域再編に関する提言』をとりまとめたところであります。 
 
上越市都市計画区域検討委員会は、この提言内容を踏まえつつ、平成２５年度か

ら予定されている｢上越市都市計画マスタープラン｣の検討に際し、その前段で整理
が必要な｢上越市の都市計画区域のあり方｣について検討するため、都市計画、交通、
農業、環境、経済を専門とする有識者５名により組織されました。 
 
 平成２４年９月２８日から５回にわたり、都市計画区域の再編に関すること、都
市計画区域の拡大・縮小に関すること、市街化調整区域の土地利用規制のあり方に
関することの３つの事項について検討を重ねてまいりましたが、このたび、上越市
の都市計画区域のあり方について意見をとりまとめましたのでここに提言します。 

 
 本提言は、上越市の現状や社会情勢の変化等を踏まえてとりまとめたものであり、
具体の都市計画手法及び制度の運用については、地域の実情や地域特性を踏まえ、
都市計画マスタープラン検討の中で具体的な検討を行う必要があることを申し添
えます。 

 
 
 
 
 
 

 上越市都市計画区域検討委員会 
 
   委員長   中 出  文 平 
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上越市の都市計画区域のあり方に関する提言 
 
１．はじめに 
 上越市は、平成１７年１月１日に１４市町村が１つの市として合併し、｢新しい上越
市｣が誕生した。合併後の上越市は、市域が約９７３平方キロメートルの面積を誇る市
となったが、１つの市域に規制内容が異なる３つの都市計画区域が存在する状況となっ
ており、土地利用規制に不均衡が生じている状況である。 
 これに加え、人口減少や少子高齢化など、社会情勢の変化に起因する市街化区域内の
土地利用の鈍化、既存集落の活力低下、地域の基幹産業である農業の担い手減少、厳し
い財政状況などによる社会基盤の維持・整備等、様々な課題が生じている。 
 また一方で、東京と金沢を結ぶ北陸新幹線が平成２７年春の開業を控え、また、上越
市と南魚沼市を結ぶ上越魚沼地域振興快速道路の整備が着実に進むなど、将来において
上越地域の社会構造や開発需要の変化が見込まれる。 
 このような中、新潟県都市計画区域再編懇談会が、平成１８年３月、市町村合併や昨
今の人口減少・少子高齢化を踏まえ、『新潟県の都市計画区域再編に関する提言』をと
りまとめた。この提言では、「１つの市域に複数の都市計画区域を有しないことを基本
とする」、「吉川、頸城、三和、板倉、清里の平地について、都市計画区域の拡大を検討
する」、「１つの市域に規制の異なる土地利用規制がある場合、統一的な土地利用コント
ロールを検討する」など、上越市にいくつかの提言をとりまとめている。 
一方、この提言後の平成１９年１１月に施行された改正都市計画法では、人口減少・

高齢社会にふさわしいまちづくりを実現するため、大規模集客施設が立地可能な用途の
見直し、準都市計画制度の拡充、開発許可制度の見直しなど、地域の実情に即した都市
計画を指定できるようになり、上越市では大規模集客施設を制限する特別用途地区を指
定しているところである。 
 本委員会では、上越市からの要請を受け、社会情勢等の変化、及び、新潟県都市計画
区域再編懇談会の提言、都市計画法の改正等を踏まえつつ、平成２５年度から予定され
ている｢上越市都市計画マスタープラン｣の検討にあたり、その前段で整理が必要な｢上
越市の都市計画区域のあり方｣について、これまで５回にわたり議論を重ねてきた。  

  

上越市：973 ㎢ 

図－上越市における都市計画区域の現状 
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図－委員会での検討概要 
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①活力あふれるまちづくり
活力のあふれるまちづくりに向けて、生活基盤整

備や都市基盤ネットワークの最適化を推進し、住み
続けられる環境づくりを目指す。
また、市内の工業集積地や、合併前の各町村で

整備された産業団地の活用を目指す。

【検討事項①】
上越都市計画、柿崎都市計画及び妙高都市計画の再編に関すること
・上越都市計画（線引）の維持についての検討
・妙高都市計画（非線引）、柿崎都市計画（非線引）を上越都市計画と一体的 に取り扱うことの

検討

【検討事項②】
都市計画区域の拡大・縮小に関すること
・無秩序な土地利用の進行や農業・自然環境の悪化が懸念され、都市計画区域を指定する
必要のある地域を検討

・災害危険箇所等の居住を抑制するため都市計画区域から除外する必要のある地域を検討

【検討事項③】
市街化調整区域の土地利用のあり方に関すること
・市街化調整区域における課題について検討
・市街化調整区域における土地利用規制の緩和の必要性について検討

土
地
利
用
と
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

②新しい上越市としての拠点とネットワー
クを強化するまちづくり
合併後の新しい上越市として、14地区の特色を生

かし、各地区の中心部や中心市街地において地域
の特色を活かしたまちづくりを推進する。
加えて、拠点同士のネットワークを強め、14地区

の連携を推進するとともに、人的交流を促進する
ネットワークづくりを目指す。

③豊かな田園・自然と共生するまちづくり
上越市の特徴である豊かな田園環境を次世代に

引き継ぎ、良好な景観と農業生産を維持していくた
め、多面的な機能を有する森林地域を保全し、自然
環境と調和した生活や生産機能を確保する。

④災害に強いまちづくり
上越市の気候や地勢に配慮し、水害や雪災害、

地すべり災害などによる被害を軽減し、市民の安
全・安心の確保するため、官民連携による災害に強
いまちづくりを目指す。

関
係
法
令
・条
例
の
整
理

時代の変化に対応した新たな都市計画

【検討事項①】
上越都市計画（線引き都市計画）・・現状維持が望ましい
柿崎都市計画（非線引き都市計画）・・現状維持が望ましい
妙高都市計画（非線引き都市計画）・・現状維持が望ましい

【検討事項②】
平野部を中心として都市計画区域に指定することが望ましいが、現状及び将来の人口
減少を踏まえたまちづくりを十分検討した上で、慎重に検討する必要がある。

【検討事項③】
市街化調整区域（上越都市計画）は、土地利用規制の適正化を行うことが望ましい
（良好な営農、自然環境を保全しつつ集落機能等を維持するための １つの方策として、
土地利用規制の適正化を行うことが望ましい。 ）

２．即地的な課題
①１つの市域に異なる土地利用規制
②市街化区域の土地利用が進まない状況
③合併により土地利用規制の格差が明らかになる
④合併前の町村で整備された住宅団地、工業団地の

保全と活用

１．全市的な課題
①農業環境の悪化
②廃棄物処理施設・ごみ焼却施設の立地
③空き家・空き店舗の増加
④既存施設の用途変更

３．将来懸念される課題
①人口減少・少子高齢化 ④農業の保全
②集落の維持 ⑤厳しい財政状況
③高速交通網への対応

まちづくり

取
り
組
む
べ
き

課
題

上越市が今後取り組むべき課題 等
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２．現状と課題 
 人口や産業等の社会的条件や土地利用等の観点から、上越市の現状や将来見込みにつ
いて分析を行い、地域が直面する課題（全市的・即地的）及び将来懸念される課題を抽
出した。 
 
(１)全市的な課題 
①農業環境の悪化 
平成１２年から平成２２年の１０年間で、上越市全体の経営耕地面積は約４千

ha 減少し、農家数は約４千人の減少がみられた。 
また、平成１９年より年間 20ha 以上の農地転用があり、都市的土地利用への転

用による農業環境の悪化が懸念される。 

上越市は、県内第 2位の米の産出額を誇る地域であり、農業が地域を支える重

要な産業であるため、今後、農業環境の保全が必要である。 

 

②廃棄物処理施設・ごみ焼却場等の立地 

管理型の最終処分場は中郷区にしかなく、市内から排出される焼却灰や燃やせな

いごみ等のほとんどを市外、県外の最終処分場に埋め立てているのが現状である。 

今後、市内で発生する廃棄物やごみの処理について、持続的なあり方を検討する

必要がある。 
 
③空き家・空き店舗の増加 

空き家は年々増加傾向にあり、上越市では平成２０年に 8,960 戸の空き家が存在

した。また、合併前の平成１５年時点で住宅総数に対する空き家の割合を比較する

と、合併前上越市は新潟県全体よりも約２％空き家の比率が高い。 

今後、防犯上の問題や、雪下ろし等の防災上の課題、及び地域活力の低下が懸念

されるため、空き家・空き店舗の増加への対応が必要である。 
 
④既存施設の用途変更 
近年、既存施設の用途変更の相談（例：小学校を福祉施設に転用）が多く、直近

6年間で 13 件程度ある。 
人口減少や高齢化が進行する地域の実情に応じて、既存施設の活用を図る方策が

必要である。  




